
令和２年１２月１日 

青 森 工 業 高 等 学 校 

新型コロナウイルス感染症対策マニュアル 

家庭において 

1. 登校前に必ず検温をする。 

（ア）風邪症状がある場合は登校せず、学校に連絡したうえで、自宅で様子を見る。 

（イ）発熱などの症状がある場合の医療機関受診方法は下記の通りにする。 

２．登校時にはハンカチ、ティッシュを持参し、マスクを着用する。予備のマスクを準備する。 

３．こまめに手洗いうがいをし、咳エチケットを徹底する。 

４．不要不急の大規模集会などへの参加や不特定多数の集まる場所への外出は控える。 

 

学校において 

○周囲での感染が確認されていない場合 

１．生徒玄関での体温計測（サーモグラフィーカメラ使用） 

２．体調不良の生徒への検温、体調等の問診（保健室等） 

３．登校後、授業後、昼食前等のこまめな手洗い、うがい、消毒の徹底 

４．咳エチケットの徹底（登下校時や学校内では、可能な限りマスクを着用すること） 

５．教室の換気の徹底（授業終了後、授業担当者が窓を開け、次の授業担当者は窓を閉めて授業を開始す

る。常時欄間は開けておくこと。） 

６．使用器具の消毒（体育・実習等の授業終了後、界面活性剤入りの洗剤等を使用して拭く） 

７．清掃時の感染防止の徹底（手洗い場・トイレ・教室の戸手・ドアノブ等の多くの生徒が触れる箇所を

界面活性剤入りの洗剤等を使用して拭く。ゴミ捨ての生徒などがゴミを回収するときは素手で触らず、

ゴム手袋等を使用する。清掃終了後には必ず手洗いをする。） 

 

※界面活性剤入りの洗剤等は新型コロナウィルスに効果のある物のみとする。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校内で感染が心配される生徒（要確認生徒）を発見した場合の対応手順（１） 

課業中 

✔ 順序 担当 内容 

 1 教員（発見 or生徒から連絡） 保健室へ引率、養護教諭へ要確認生徒の報告 

 2 〃 教頭へ報告 

 3 養護教諭（マスク、距離、換気） 要確認生徒の検温、体調の聞き取り 

 4 〃 教頭へ報告 

 5 教頭    校長、事務長へ報告 

 6 養護教諭  ホームルーム担任へ報告 

 7 ホームルーム担任  保護者へ情報提供（必要な場合） 

（軽微な場合は、ここで終了） 

症状が顕著で、さらに確認を要する場合 

  8 養護教諭    教頭へ報告（心配される症状を） 

 9 教頭 校長、事務長へ報告、教員（学年）へ指示 

  10 教員（学年）  要確認生徒のいた教室（場所）へ急行（保健室から体温計持参） 

  11 〃 体温測定、同室にいた生徒の体調聞き取り 

  12 〃 新たな要確認生徒を保健室へ引率 

 13  〃 要確認生徒から当日の動き・接触した生徒の聞き取り 

  14  〃 保護者から要確認生徒の最近の体調聞き取り 

 15 養護教諭 新たな要確認生徒の検温、体調の聞き取り 

  16 〃 
学校医に相談 

①診察②受診・相談センターへ連絡するべきか 

 17 〃 教頭へ報告 

 18 教頭 校長、事務長へ報告 

 19 ホームルーム担任 保護者へ連絡、要確認生徒の迎えを依頼 

（学校医から経過観察を指示された場合は、ここで終了） 

学校医から診察の必要または受診・相談センターへの連絡を指示された場合 

  20 教頭 県教委へ連絡・相談（休業の有無等） 

  21 〃 感染症対策委員会、臨時職員会議の開催 

 22 校長 

下記の内容の検討 

①消毒、②休業、③生徒・保護者・学校関係者への連絡、 

④休業中の学習・部活動等の対応決定 

 23 全教職員 各分担作業の実施 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校内で感染が心配される生徒（要確認生徒）を発見した場合の対応手順（２） 

放課後、週休日、祝日 

✔ 順序 担当 内容 

 1 教員（発見 or生徒から連絡） 保健室へ引率、養護教諭へ要確認生徒の報告（不在時は電話） 

 2 〃 教頭へ報告（不在時は電話） 

 3 養護教諭（マスク、距離、換気） 要確認生徒の検温、体調の聞き取り（養護教諭不在時は教員） 

 4 〃 教頭へ報告 

 5 教頭    校長、事務長へ報告 

 6 養護教諭  ホームルーム担任へ報告 

 7 ホームルーム担任  保護者へ情報提供（必要な場合） 

（軽微な場合は、ここで終了） 

症状が顕著で、さらに確認を要する場合 

  8 養護教諭    教頭へ報告（心配される症状を） 

 9 教頭 校長、事務長へ報告、教員（学年）へ指示 

  10 教員（学年）  要確認生徒のいた教室（場所）へ急行（保健室から体温計持参） 

  11 〃 体温測定、同室にいた生徒の体調聞き取り 

  12 〃 新たな要確認生徒を保健室へ引率 

 13  〃 要確認生徒から当日の動き・接触した生徒の聞き取り 

  14  〃 保護者から要確認生徒の最近の体調聞き取り 

 15 養護教諭 新たな要確認生徒の検温、体調の聞き取り 

  16 〃 
学校医に相談 

①診察②受診・相談センターへ連絡するべきか 

 17 〃 教頭へ報告 

 18 教頭 校長、事務長へ報告 

 19 ホームルーム担任 保護者へ連絡、要確認生徒の迎えを依頼 

（学校医から経過観察を指示された場合は、ここで終了） 

学校医から診察の必要・受診・相談センターへの連絡を指示された場合 

  20 教頭 県教委へ連絡・相談（休業の有無等） 

  21 〃 感染症対策委員会、臨時職員会議の開催 

 22 校長 
①消毒、②休業、③生徒・保護者・学校関係者への連絡、 

④休業中の学習・部活動等の対応決定 

 23 全教職員 各分担作業の実施 

 



本人・家族から感染に関する連絡があった場合の対応手順（３）

Ⅰ 検査前後の流れ

１検査（陰性）の場合

理 由 行動制限 学校の対応

(1)不 安 （体調不良＋家族の検査依頼） 解除 無

(2)移動歴 （体調不良＋関東などへ移動） 解除 無

(3)接触歴①（同居人が濃厚接触者に指定） 継続有 要相談

(4)接触歴②（本人が濃厚接触者に指定） 継続有 要相談

(5)症 状 （症状が顕著または複数有） 継続有 要相談

２検査（陽性）の場合

状 況 行動制限 学校の対応

(1)疑い有 （症状有、濃厚接触者に指定） 継続 有

(2)疑い無 （無症状、行動歴・接触歴無） 継続 有

Ⅱ 学校の対応

内 容 担当者 相 手

(1)通知［発生状況、通常登校・休校等］ 教頭 生徒・保護者

(2)問い合わせ対応 担任・学年主任・教頭 生徒・保護者・外部者

(3)体調確認 担任・保健部 他の生徒（保護者）

(4)健康観察 担任・保健部 他の生徒（保護者）

(5)報告・連絡・相談 教頭・保健部 保健所・県教委

Ⅲ 連絡先

(1)かかりつけ医がいる場合

→かかりつけ医等に電話相談

かかりつけ医がいない場合
→県コールセンター ［ＴＥＬ ０１２０ － １２３ － ８０１］

(2)受診・相談センター（青森市） ［ＴＥＬ ０１７ － ７６５ － ５２８０］
(3)県教育庁スポーツ健康課 ［ＴＥＬ ０１７ － ７３４ － ９９０８］



Ⅳ 対応の流れ ［ ］：主担当（ ）：副担当

１ 連絡
［担任等］

２ 報告
［担任等］ (1)管 理 職［教頭］（校長）

(2)保 健 部［養護教諭］（保健部主任）
(3)学年・科［担任］（学年主任・学科主任）

３ 確認
［担任］（副担任） 行動・接触・体調等→［養護教諭］（保健部主任）

４ 報告
［養護教諭］（保健部主任） (1)管 理 職［教頭・校長・事務長］

(2)保 健 所

５ 相談
［教頭］（校長） 保 健 所

※相談内容 (1)当該生徒 ①病状 ②回復の見通し ③自宅待機の有無
(2)他の生徒 ①行動歴・接触歴の確認の必要 ②体調確認の必要
(3)休校等の必要①休校 ②学年・学級閉鎖 ③時差登校
(4)校内の消毒 ①消毒の必要 ②範囲 ③方法

６ 報告（県教委）
［教頭］（校長） 電 話での口頭報告

［養護教諭］（保健部） メールでの文書報告

７ 通知
［教頭］（保健部・教務主任) (1)生 徒：Classi

(2)保護者：緊急メール
(3)教職員：Classi、緊急メール

８ 確認・連絡
［学年主任・担任］（副担任) 生徒

９ 問い合わせ
［担任］（副担任） 生徒・保護者

［教頭］（校長） 外部

10 学習指示※休校時
［教務部］（各教科・学科） 生徒

11 健康観察 ※保健所からの指示による

［担任］（副担任） 生徒

［保健部］ 保健所



青森工業高等学校新型コロナウイルス感染症対策委員会設置要項

１ 目的
「青森県立青森工業高等学校新型コロナウイルス感染症対策本部 （以
下「対策本部」という。）は、新型コロナウイルス感染症による健康
被害を最小限にとどめるため、臨時休業となった場合の対応を整備
するなどの対策を協議・決定するために開催する。

２ 構成
本部長 校長
副本部長 教頭、事務長
本部員 保健部、教務部主任、生徒指導部主任、進路指導部主任、渉
外部主任、各科科長、学年主任 ※必要に応じて学校医、ＰＴＡ会長
等の意見を求める。

３ 会議
会議は、本部長（校長）が招集し、開催する。
本部長が実務できないときは、副本部長が職務代理を行う。また、
必要に応じ、学校医、ＰＴＡ会長等の出席を求め、専門的な意見を
聴取し、新型コロナウイルス感染症対策に係る重要事項について協
議・決定することとする。

４ 協議事項
情報収集及び周知、サーベイランス、感染拡大防止策の強化、行事
・部活動等への対応、臨時休業措置への対応（学習、生活指導、連
絡体制）、学校再開への対応 等


